
建築基準法第建築基準法第建築基準法第建築基準法第 42424242条第条第条第条第 2222項の規定による項の規定による項の規定による項の規定による    

後退敷地の取扱いについて後退敷地の取扱いについて後退敷地の取扱いについて後退敷地の取扱いについて    

 

建築主の皆様へ 

周南市建築指導課 

 

 建築基準法では、建築物の敷地は原則、幅員４ｍ以上の建築基準法上の道路に２ｍ以上接

していなければ、家を建てることができません。（建て替える場合も同じです。） 

 しかし、市内には、幅が４ｍ未満であるにもかかわらず昔から家が立ち並んでいる狭い道

がたくさんあります。 

 建築基準法の原則に従えば、これらの狭い道に立ち並んでいる家は、建て替えができない

ことになります。それらの建物を救済するために設けられた措置が、法42条2項の規定です。 

周南市では、基準時、または都市計画区域の指定を受けた日に既に建築物が立ち並んでい

る幅員４ｍ未満１.８ｍ以上の道は、建築基準法上の道路とみなし（法 42条 2項道路といい

ます。）、その中心線からの水平距離２ｍ後退した線をその道路の境界線とみなします。 

この道路とみなす部分（道路後退部分）には、建築物、門・よう壁等を、建築もしくは築

造することはできません。 
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